
枚方市条例第 11 号 

 

   枚方市下水道条例の一部を改正する条例 

 

 枚方市下水道条例（昭和51年枚方市条例第27号）の一部を次のように改正する。 

 第13条第１項第１号中「次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数値」を「１リットルにつ

き380ミリグラム以下」に改め、同号イ及びロを削る。 

 第13条の２第２項第１号中「（同条第４項に規定する場合にあつては、同項に規定する排水基準

に係る数値）」を削り、同項第３号中「次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数値」を「１

リットルにつき380ミリグラム以下」に改め、同号イ及びロを削り、同項第10号中「又は臭気」を

削る。 

 

   附 則［令和8年3月10日公布］ 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 


